
鳥取県でサステナブルな酪農を実現するため
バイオ炭を利用したCO2削減プロジェクト
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資料５



組合概要
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大山乳業農業協同組合名称

昭和21年7月（任意組合：伯耆酪農組合）設立

136名（生乳出荷戸数：96戸）正組合員数

５８，５４８トン生乳生産量

２９０名（全従業員数：３７７名）正職員数

１９５億円（内製品販売高156億円）総事業高

牛乳・乳飲料・ヨーグルト・乳製品・菓子・アイスクリーム製造品目

（令和５年度実績）



大山乳業は白バラ牛乳を製造販売しています
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白バラ牛乳の販売体制
西日本を中心に広がるネットワーク

首都圏の有名スーパーでお取り扱いいただいております！

グッズも展開！！



堆肥の管理と利用促進
－耕種農家との連携による有機肥料の活用
農地保全

－耕作放棄地の活用

みどりの食料システム戦略
－土壌分析、施肥設計による化学肥料削減
温室効果ガス削減（カーボンオフセット）

－Jクレジットの活用
未利用資源の活用

－飼料として給与可能となる資源の模索

重点取り組み

新たな取り組み

環境に配慮した酪農生産で地域に貢献する

白バラ酪農ビジョン

持続可能な酪農を実現
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持続可能な酪農における課題と解決策

１）堆肥水分調整剤の不足（おが粉やバークの高騰）

２）堆肥化プロセスで発生する臭い（地域への配慮）

３）土壌改良剤の必要性（C/N比、リン酸添加を改善）

４）Co2削減（環境に配慮した酪農の継続）

１）堆肥の水分調整のための副資材として活用

２）堆肥から発生する臭いを炭の脱臭効果で軽減させる

３）土壌改良剤として透水性、保水性、通気性の改善などに効果

４）Co2削減に寄与し、Jクレジットを取得することでその売
却益を得る

課
題

解
決
策
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下水道汚泥を原料としたバイオ炭の課題と取組み

１）肥料登録の手続きが難しい
２）粒度が小さいものは廃棄している

１）下水道汚泥の炭化物は、近隣の自治体が運営する下水道処理施設の脱水汚泥及
び産業廃棄物としての有機汚泥を集荷し、乾燥、炭化したものである。
受託する排出事業者は、数十社あり契約段階で原料の成分については不適物を確認
できるが、量の割合は把握できない状況にある。今回利用するバイオ炭は約５０％
程度が下水汚泥を原料としているが、汚泥肥料登録の要件に原料割合があり、変更
の都度割合を申請する必要があり登録が難しい状況にある。
重金属類等の基準超過の問題は生じてはいないため、利用にあたっては堆肥化して
自給飼料生産に限定される。
２）汚泥炭は金属冷却などに利用されているが、粒度が細かいものは廃棄処分され
ていた。炭化物であることから脱臭効果が期待でき、土壌改良材としても利用でき
るため良質な飼料生産に寄与すると考えられている。

課
題

取
り
組
み
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Jクレジット制度申請の流れ

プロジェクト登録を申請する。
第６３回(R7年1月7日）の認証委員会に申請・審査

■認証委員会開催情報
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プロジェクト登録申請の流れ

今後の流れ
１．支援申請書を提出する

２．J－クレジット登録簿システムを利用した
電子申請

※その際、口座開設の手続きWEBも必要

３．審査会社への依頼

４．審査認証員会

５．プロジェクト登録
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プロジェクト登録の審査費用支援を利用した

Jクレジット制度 手続きの流れ

１）プロジェクト登録
※プロジェクト登録時の審査費用発生（過去実績50万～100万円）
※70％費用支援あり

２）モニタリングを実施する

３）モニタリング報告書を作成し、クレジットの認証を受ける
クレジット発行時の審査（検証）費用発生（過去実績50万～100万円）
※90％費用支援あり

支援条件
・CO2削減・吸収見込み量が年平均１００ｔ-ＣＯ２/年以上であること
・プログラム型の場合参加者と運営・管理者において事前に売却益の使途につ
いて合意が必要（契約書に記載）

9



クレジット発行時の審査も補助があります

・農地の確認
・バイオ炭を散布した日時と場所
をモニタリングして結果を取りま
とめて報告書を作成する
・バイオ炭利用量からCO2削減量
を試算する

Jクレジット制度 手続きの流れ

１）プロジェクト登録
※プロジェクト登録時の審査費用発生（過去実績50万～100万円）
※70％費用支援あり

２）モニタリングを実施する

３）モニタリング報告書を作成し、クレジットの認証を受ける
クレジット発行時の審査（検証）費用発生（過去実績50万～100万円）
※90％費用支援あり

みどりの食料システム戦略推進総合対策のうち
農業分野のＪ－クレジット創出推進支援事業補助金の公募に応募

農林水産省の令和７年度の農業分野の
Ｊ－クレジット創出推進支援事業の公募が開始された
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バイオ炭とは

バイオ炭を農地土壌へ施用することで、難分解性の炭素を土壌に貯留する活動を対象とする。
「バイオ炭」とは、「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマス
を加熱して作られる固形物」と定義（2019年改良IPCＣガイドラインに基づく）。
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製紙汚泥・下水汚泥由来のバイオ炭で取り組みは初めて！



何故？バイオ炭がCO2削減になるのか

炭にして固めた炭素を土中に埋めれば、微生物に分解されず長期
間（半減期は120年～1万年と言われている）炭素のまま地中にと
どめておくことができる。この考え方を炭素貯留といい、大気中
のCO2を削減（除去）する新たな方法として近年注目されている。
炭は多孔質構造であり土壌改良材としての機能がある、土壌に小
さな空間が生じ農作物の根の生育促進や肥料分の吸収率の増加な
ど農地に混ぜ込めば作物にとっても非常に有益で あ る 。
これがバイオ炭農地施用という、新たなCO2削減の取り組みの柱
となる考えだ。

原料比率によってバイオ炭の比率が決定する
製紙汚泥・下水汚泥由来の原料は約５０％程度と
なり利用する炭化物の５０％がバイオ炭として認定
される。

炭化物には粒度が沢山あるが、今回利用したの
は廃棄処分されていた0.5ｍｍ～20ｍｍを利用
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バイオ炭の施用に係る条件

条件１：バイオ炭を、農地法第２条に定める「農地」又は「採草放牧地」における鉱質 の土壌に施用すること。
条件２：燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度で焼成されていること。
条件３：バイオ炭の原料は、国内産のものであること。
条件４：バイオ炭の原料は、未利用の間伐材など他に利用用途がないものであること。

（燃料用炭の副生物も条件を満たす）
条件５：バイオ炭の原料には、塗料、接着剤等が含まれていないこと。 （１）適
クレジット認証に当たり、適用条件を満たすことを確認する必要があるため、確認結果を示す資料は必ず記録・保存が必要。
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炭化物（バイオ炭）を混合した堆肥化試験（鳥取県畜産試験場）

バイオ炭を牛糞堆肥に炭化物（バイオ炭としては約５０％）を混ぜ
る（2023年9月）
試験内容：堆肥約２ｔに対して炭化物２５％（５００ｋｇ）と

12.5％（２５０ｋｇ）を混入させた
鳥取県畜産試験場にて、水分調整・臭気低減・温度変化を試験
堆肥を土壌に散布して土壌分析し植物の収量への影響を試験

バイオ炭を混入させた堆肥か
らは悪臭が軽減し2週間後に
は廃汁が抑えられた

対照区

試験区
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炭化物（バイオ炭）を混合した堆肥化温度の推移
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9/11 9/21 10/1 10/11 10/21 10/31

深さ６０ｃｍ

A）12.5％区 B）25.0％区 C）対照区

試験区B)は対象区と比較して10日以上早く
良好な発酵の目安となる60℃に到達した
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堆肥化後（5ケ月）の成分分析結果

試験区
（25.0%）

試験区
（12.5%）対象区検査項目

9.709.6011.80水分

8.308.208.10ｐH

4.085.014.00EC（ｍS/cm）

1.471.601.38窒素全量（DM換算）

8.808.243.00りん酸全量（DM換算）

1.852.302.89加里全量（DM換算）

22.0020.9025.70CN比（DM換算）
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分析方法：水分 乾燥減量法 ｐH EC電極法 窒素 炭素 CNコーダー法
リン酸 ﾊﾞﾅﾄﾞﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ法 加里 原子吸光法



三光（株）

バイオ炭
施用者

酪農家の
放牧採草地

バイオ炭

Jクレジット売却

バイオ炭
製造者 Jクレジット申請者

許認可省庁

大山乳業農業
協同組合

申請支援者

C2X

売却利益を還元

書類作成補助・CO2排出量試算支援・支
援制度などの補助

・廃棄物の活用
・購入したJクレジットを
カーボンオフセットに活用

申
請

バイオ炭の活用でJクレジット創出スキーム

白バラビジョン：温室効果ガス削減（カーボンオフセット）

利用実績を報告

鳥取県
堆肥化試験

METI/経済産業省

バイオ炭
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条件１農地の確認

プロジェクトに賛同して、自給飼料率の高い酪農家4戸で実施。
約90haの農地に堆肥を散布する予定。
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永続性担保の覚書について

土地の所有者に対して10年間は農地転用しない覚書を交わす必要がある。
【課題】
採草放牧地は借地がほとんどで、その所有者が多数であるため確認を取ることが難しい
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農地基本台帳の写し

農地基本台帳には
賃貸期間は、農地として利用すると
想定しうる
（そのため別添え２の覚書をこちら
の書類で代用する形にて申請した
い）
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農地基本台帳を基にした一覧表を作成

〇農地基本台帳で利用権の設定期間を確認し、その期間は放牧採草地として利用することが想
定される。
賃借期間が終了する場合、再度契約を結ぶ必要があるが、農地施用後10年を超えるよう設定し
てもらうことが望ましい。
〇2025年11月に、バイオ炭を施用した農地、施用月日、施用量を調査し一覧を作成する。
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CO2貯留量の算定に関して
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①プロジェクト実施後のCO2貯留量

200t（バイオ炭）×0.35（炭素含有率）×0.65（100年後の炭素残存率）×44/12＝約166.8(t-CO2)/年

バイオ炭を２００ｔ使用した場合のCO2吸収量は166.8(t-CO2)/年

※理論値であるため実測は異なる可能性がございます
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②プロジェクト実施によるCO2排出量

⇒該当なしのため0となる

⇒下記参照

＜付随的な排出活動＞

a)バイオ炭原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量

b) バイオ炭製造設備の使用によるプロジェクト実施後排出量

c) バイオ炭の運搬によるプロジェクト実施後排出量

d) バイオ炭施用設備の使用によるプロジェクト実施後排出量

0 t-CO2/年

7.0 t-CO2/年

6.8 t-CO2/年

0 t-CO2/年

a+b+c+dより、総排出量は13.8(t-CO2)/年

※理論値であるため実測は異なる可能性がございます

本プロジェクトでは、付随的な排出量が従来の活動と重複することが多く、
ほとんど新たなCO2を排出しない！
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バイオ炭
施用者

酪農家の
放牧採草
地

バイオ炭

Jクレジット売却

バイオ炭
製造者

Jクレジット
申請者

三光
（株）

大山乳業
農業協同
組合 売却利益を還元

バイオ炭

②プロジェクト実施によるCO2排出量

利用実績を報告

a) バイオ炭原料の運搬による

プロジェクト実施後排出量

→ 0 t-CO2/年

下水汚泥処理の範疇でもともと

存在していた運搬であり、バイ

オ炭製造のために発生した運搬

ではないためゼロカウント

米子

境港

原料

d) バイオ炭施用設備の使用によ

るプロジェクト実施後排出量

→ 0 t-CO2/年

バイオ炭は牛糞堆肥に入れて副

資材の代替物として使用するた

め、堆肥を農地に散布機を使っ

て使用するがバイオ炭単独で散

布するわけではないため。

b) バイオ炭製造設備の使用によ

るプロジェクト実施後排出量

7.0t-CO2/年

年間の設備稼働にかかるエネル

ギー消費量

• 熱0kW（自社隣接工場の廃

熱の利用によりゼロカウン

トと想定）

• リフト作業で作業するCO2

を算定

c) バイオ炭の運搬によるプロ

ジェクト実施後排出量

→ 6.8 t-CO2/年

製造所から施用箇所までの距離

が、最大で75kmまでの圃場を

対象として施用すると想定し、

その際に排出される最大のCO2

排出量で計算モニタリング時に

は実測が必要となる。

配送距離によってCo2排出量が異なるため

バイオ炭製造工場から複数の酪農家に
バイオ炭を供給（距離を75kmと仮定） 75km圏
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①ー②：単年度のCO2貯留量

①166.8ｔー②13.8ｔ＝ 153（t-CO2）/年

炭化物としては４００ｔ/年を利用し原料として対象となる
製紙汚泥・下水汚泥由来が約５０％程度の見込みとして

２００t/年がバイオ炭の認定を受けると
153（t-CO2）/年の炭素貯留が可能となる
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バーンクリーナーに投入し牛舎内で混合させる場合
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堆肥舎にて混合し堆肥化促進する場合
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堆肥散布後にロータリーにて
土中に鋤き込み（適宜)



ご清聴ありがとうございました
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もっと白バラを知りたい

大山乳業農業協同組合


